
 

2024年 5月 21日 

 

相 生 証 券 株 式 会 社 

取締役社長 石原 幸久 

 

事業譲渡契約締結に関するお知らせ 

 

（１）事業譲渡の概要 

相生証券株式会社（所在地：兵庫県相生市、代表者：取締役社長 石原幸久、以下「相

生証券」）は、2024 年 5 月 20 日付で、岡三証券株式会社（本店所在地：東京都中央

区、代表者：取締役社長 池田嘉宏、以下「岡三証券」）へ第一種金融商品取引業に関

わる事業を譲渡する旨の事業譲渡契約を締結いたしました。相生証券は、第一種金融商

品取引業に関わる事業に関して有する権利義務を、事業譲渡契約において定める範囲

において岡三証券へ譲渡いたします。なお、事業譲渡効力発生日は、2024年 9月 30日

の予定です。 

 

（２）事業譲渡の相手先の概要 

(1) 名称 岡三証券株式会社 

(2) 所在地 東京都中央区日本橋 1丁目 17番 6号 

(3) 代表者 代表取締役社長 池田 嘉宏 

(4) 主な事業内容 金融商品取引業 

(5) 資本金 50億円 

(6) 設立年月 2003年 4月 

(前身の旧岡三証券は 1923年 4月創業) 

(7) 従業員数 2,433人（2023年 3月末） 

(8) 大株主および持株比率 株式会社岡三証券グループ 100％出資 

 

（３）相生証券の金融商品仲介業者への転換予定等について 

相生証券は、金融商品仲介業の登録を受けることを前提に、金融商品取引業者から金

融商品仲介業者への転換を予定しています。 

転換後の相生証券（商号変更予定）は、岡三証券から金融商品仲介業に関する業務を

受託することで、相生証券（商号変更予定）の地域に根ざした営業基盤を通じて、岡三

証券の多様な取扱商品などを提供してまいります。 

以上のとおり、事業譲渡効力発生日以降、口座管理業務等は岡三証券が担いますが、

お客さまへのサービス提供窓口は、引き続き相生証券（業態および商号は変更となりま

す）が行います。 

 

（４）日程 

事業譲渡契約締結日 2024年 5月 20日 

金融商品仲介業に関する業務委託契約締結日 2024年 7月 19日（予定） 

事業譲渡効力発生日 2024年 9月 30日（予定） 

 


